
１　職員の任免及び職員数に関する状況

 (１) 任免の状況
備考　１　採用者数は、競争試験及び選考により採用した職員数である。

人 　　　２　退職者数は、定年、勧奨、死亡、自己都合等により退職した職員数である。

人 ※　いずれも令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

（２）職員数の状況

○職員数の推移（各年４月１日現在）

（注）　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数

○年齢別職員構成の状況（令和３年４月１日現在）
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　令和３年４月１日現在の正規職員数（４０９人）は、合併した平成１７年４月１日（７１０人）と比較し、３０１人
減少している。
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淡路市長　門　　康　彦　

採用者数

人

36歳

371

36

404

32

淡路市人事行政の運営等の状況
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　淡路市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年淡路市条例第２８９号）第６条
の規定に基づき、令和３年度における人事行政の運営等の状況について、次のように公表する。
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（３）定員適正化計画

（４）職員の障がい者雇用率の状況

職員の障がい者雇用率　　　２．７７％　（令和３年６月１日時点）

２　職員の人事評価の状況

評価結果分布 （単位：人）

３　職員の給与の状況

（１）人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）職員手当には、退職手当を含まない。

　　淡路市では、淡路市定員適正化計画に基づき、新規採用の抑制の実施等により、定員の適正化に取り組んでいる。
　令和４年４月１日には、４１４人を目標数値としている。

令和５年 令和７年

430419

令和６年

4

住民基本台帳人口

給与費

職員手当

千円

4,717,801

　　　　　千円

区　　　　分

【計画値】

人　
令和３年度

　　　　　　Ｂ　　　Ｂ／Ａ　　　

期　別

定員適正化計画
（令和３年～令和７年）

425

歳 出 額

　　　　　　Ａ

373

人 件 費 率人 件 費

　　　　　　％

令和３年度通期 0

Ｓ

0

Ａ

94

Ｂ1

302

Ｂ2

令和６年 令和７年

各年４月１日現在
定員管理調査職員数

411 409

令和２年

413

令和３年

　　（令和３年度末）

区　　　　分 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

17

Ｂ3

410

令和４年

414

令和３年度

給　 料

千円

1,350,286

区分
職員数

33,024,450

272,950

１人当たり給与費

Ｂ／Ａ

千円人

42,511

Ａ

14.3

　　　　　　　千円

【実績値】

区分

計　　Ｂ

　淡路市人事評価制度実施規程（平成２８年淡路市訓令第８号）に基づき、能力評価及び業績評価を実施し、人事評価
の結果を被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として、活用している。

5,806

期末・勤勉手当

千円

542,237

千円

2,165,473

Ｃ

3

Ｄ
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（３）ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（４）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和３年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

（５） 職員の初任給の状況（令和３年４月１日現在）

円 円

円 円

円 円

　　　　　　たもの）で算出している。

　職員の給料は、淡路市職員の給与に関する条例（平成１７年淡路市条例第４９号）によって定められており、毎年の
人事院勧告を参考に決定している。
　職員の構成は若年層が少なく、中年層・高年層が多くなっており、全体の平均給与を押し上げている一方で、財政難
等のため、平成２１年度から平成２５年度までの５年間、職員の給与削減措置を実施し、職員給与の増額を抑制してい
る。

（注）１　「平均給料月額」とは、令和３年４月１日現在における職種ごとの職員の基本給の平均である。
      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの全
　　　　　　ての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。
　　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（時間外勤務手当等を除い

高　校　卒

高　校　卒

407,153

328,600

平均給与月額

407,587

182,200

152,700

348,650

平均給料月額

171,700

381,559

―

150,600150,600

技能労務職

初任給

（注）１　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数
　　　　　（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額
　　　　　を１００として計算した指数である。
　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものであ
　　　　　る。

一般行政職

淡路市

424,668

大　学　卒

淡路市

初任給

43.7

49.6

国

43.0 325,827

淡路市

兵庫県 56.3

国

（国ベース）

―

300,770

国

兵庫県

319,100

区　　分 平均給与月額

289,160

平均年齢

区　　分 平均年齢

41.8

区　　　分

286,947 ―50.9

269,500

404,625

平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額

370,921

328,603

（国ベース）

337,500
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 (６) 一般行政職の級別職員数の状況（令和３年４月１日現在）

（注）１　淡路市職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

　　　３　平成２５年から、６級制から７級制に変更となっている。

  

（７）期末手当・勤勉手当

千円

（令和３年度支給割合） （令和３年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

 月分  月分  月分  月分

（注２）（　）内は、再任用職員に係る支給割合である。

45

46

81

129

27

48

22

11.3

11.6

20.4

32.4

6.8

12.0

5.5

410,200　円

304,200　円

247,600　円

195,500　円

146,100　円

444,900　円362,900　円

350,000　円
人

1,454

2.55

231,500　円

７　　級

319,200　円

2.551.90

１号給の
給料月額

最高号給の
給料月額

264,200　円

　　　　　　　　％

４　　級

289,700　円

（1.45）

　　　　　　　　％

職員数 構成比

人

1.90

人

　　　　　　　　％

標準的な職務内容

人

６　　級

主事

区　　分

理事、部長
人

５　　級

３　　級

副課長、主幹

課長補佐、係長

（1.45）

人

　　　　　　　　％

次長、課長、特命参事

―

淡　　　　　路　　　　　市 国

１　　級

393,000　円

388,200　円

人 　　　　　　　　％

主事

（0.90）

　　　　　　　　％

１人当たり平均支給額（令和３年度）

（0.90）

２　　級

係長、主査

（注１）上記の平均支給額は、普通会計の期末・勤勉手当の決算額を、普通会計に属する職員数で除した額である。

1級 0.113 1級 0.136
1級 0.067

2級 0.116 2級 0.089

2級 0.085

3級 0.204 3級 0.189
3級 0.222

4級 0.324 4級 0.351
4級 0.339

5級 0.068 5級 0.045
5級 0.085

6級 0.12 6級 0.119 6級 0.152

7級 0.055 7級 0.071 7級 0.05

0%
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40%

50%

60%
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80%

90%

100%

令和３年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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（８）退職手当（令和３年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

　　定年前早期退職特例措置（2％～45％加算） 　定年前早期退職特例措置（2％～45％加算）

１人当たり平均支給額　　　　 17,189　千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和３年度に退職した職員に支給された平均額である。

(９) 特殊勤務手当

千円

円

％

（注）上記の平均支給額は、普通会計の特殊勤務手当決算額を、支給対象者で除した額である。

（１０）時間外勤務手当

千円

円

千円

円

（注）上記の平均支給額は、普通会計の時間外勤務手当決算額を管理職を除く職員数で除した額である。

国

112,637

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額

月分

防疫作業従事職員

保健業務手当

支 給 実 績 （ 令 和 ３ 年 度 決 算 ）

火葬処理従事職員 火葬処理に関する業務

介護・調理に関する業
務

老人施設の介護・調理従事職
員

職員全体に占める手当支給職員の割合

収集、運搬及び処分業
務

感染症防疫作業手当

行旅病人等の看護等従事職員

支給職員１人当たり平均支給年額

20.4

時間外診療往診手当 医師職 緊急を要する診療業務
（加算点数－基本点数）
×10円

１日当たりの入院患者
数

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額

(1)伝染病等に関する
防疫業務
(2)新型コロナウイル
ス感染症に対処するた
めの感染症防疫業務

介護・調理業務手当

76,721

268,255

月額3,000円

月額50,000円入院医学管理手当

383,119

47.709

保育業務従事職員

診療に関する業務

保健業務従事職員 保健に関する業務

支給実績（令和３年度決算） 2,304

7,461　千円

月分

19,200

24.586875

47.709

24.586875

47.709

47.709

市税の賦課及び徴収業
務

手当の種類（手当数）

左記職員に対する支給単価

税務事務手当 税務事務職員

主な支給対象業務

保育業務手当

手当の名称

月額3,000円

業務１回につき1,000円

看護、移送又は埋葬に
関する業務

業務１回につき1,000円

火葬業務手当

行旅死亡人等取扱作業
手当

主な支給対象職員

保育に関する業務

塵埃焼却場作業手当

月額3,000円

月額3,000円

月額1,000円

(1)日額1,000円
(2)日額3,000円

月額380,000円

塵埃焼却場従事職員

医師職

支 給 実 績 （ 令 和 ２ 年 度 決 算 ）

医師職医師職手当

11

47.709

淡　　　　　路　　　　　市

33.27075 33.27075

47.70939.7575

月分

月分

28.039528.0395

39.7575

19.6695 19.6695
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（１１) その他の手当（令和３年４月１日現在）

円

円

円

円

（注）上記の平均支給額は、普通会計のそれぞれの手当決算額を、それぞれの対象職員数で除した額である。

支給職員１人当た
り平均支給年額

片道5ｋｍ
未満無支
給。ま
た、通勤
距離に応
じ2,000円
～31,600
円

千円

通勤手当 異なる

○自ら居住するため住
宅を借り受け、家賃を
支払っている職員
・家賃23,000円以下
家賃－12,000円
・家賃23,000円超
11,000円＋（家賃－
23,000円）×1/2
（27,000円限度）

○管理又は監督の地位
にある一定範囲の職員
に対して、その職務の
特殊性に着目して支給
・役職の区分に応じ、
38,000円～70,000円

支給率 49,726 629,443管理職手当

291,081

120,545

千円

千円

千円46,925 293,281

41,106

住居手当 18,047―

○通勤のため交通機
関、交通用具（自動車
等）を使用している職
員に支給（徒歩により
通勤するものとした場
合の通勤距離が片道２
km未満である職員を除
く。）
・交通機関を使用して
いる職員
  運賃等相当額（鉄道
等利用者は6箇月定期
券の額）支給限度額
55,000円
・交通用具（自動車
等）を使用している職
員　通勤距離に応じ
3,300円～34,400円

扶養手当 ―

国の制度
との異同

国の制度
と異なる

内容

支給実績
（令和３年度普通会計決

算）

手　当　名

異なる

同じ

○扶養親族のある職員
に対して支給
・配偶者　 6,500円
・子　　　10,000円
・父母等 　6,500円
・16歳になる年度初め
から22歳になった年度
末までの子の加算
5,000円

同じ

内容及び支給単価
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(1２)　特別職の報酬等の状況（令和３年４月１日現在）

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

月分

月分

　　（算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

給料月額×在職月数×0.40 円 （任期ごと）

給料月額×在職月数×0.24 円 （任期ごと）

    　合における退職手当の見込額である。                                 

(1３)　地域手当の状況

４　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(１) 勤務時間の状況（変則勤務職場等を除く一般的な職場におけるもの）

(２) 主な休暇の種類

(注） 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月） 勤めた場

必要と認められる期間

１日（父母の死亡後１５年以内）

必要と認められる期間

必要と認められる期間

200,000

450,000 545,000 230,000

780,000

378,000

（参考）類似団体における最高／最低額

860,000

必要と認められる期間

給 料 月 額 等

950,000

３６週から出産までは１週間に１回、産後１年まではその間に１回

請求期間

議 長

市 長

妊娠２３週までは４週間に１回、妊娠２４週から３５週までは２週間に１回、妊娠

4.45

議 員

690,000

給

料

必要と認められる期間

報

酬

420,000

区 分

7,948,800

住居滅失等

証人等出頭

１年度につき５日以内

リフレッシュ休暇

退
職
手
当

　　（令和３年度支給割合）

市 長

副 議 長

副 市 長

431,000

議 員 180,000346,500 442,000

　　（令和３年度支給割合）

区　　　　分 付　　　与　　　日　　　数

千円

期
末
手
当

副 市 長

474,000

12:00～13:00

1,321

円

支給対象地域

440,333

支給率 国の制度（支給率）支給対象職員

16,512,000市 長

議 長

副 議 長

副 市 長

4.45

備　　　　考

支給実績（令和３年度決算）

支給職員1人当たり平均支給年額（令和３年度決算）

１年度につき５日

５日以内

１年度につき２０日

必要と認められる期間

年次休暇

神戸市

ボランティア休暇

7時間45分 8:30 17:15

4人12% 12%

骨髄移植

結婚休暇

終了時刻 休憩時間

選挙権等行使

開始時刻正規の勤務時間

妊産婦の保健指導

子の看護休暇

忌引休暇

法要休暇

夏季休暇

産前産後休暇

７月から９月までの期間において５日以内

勤続年数２０年及び３０年に達した年度につき３日以内

産前休暇　出産予定日前８週間目に当たる日（多胎妊娠は１４週間）から出産日

産後休暇　出産の日の翌日から８週間を経過する日まで

親族区分により１日から１０日までの期間

交通遮断

危険回避

育児休暇

妻の出産休暇

養育休暇

１日につき２回、各３０分以内の時間

２日

妻の産前産後休暇期間内の５日以内

生理休暇
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５　職員の休業の状況

 　育児休業等取得者数（令和３年度）

　　　　

　　　　

（注）令和３年度中に新規取得者及び前年度から継続中の職員数

６　職員の分限処分及び懲戒処分の状況

(１) 職員の分限の状況

　　ア　休職の状況

　　イ　降任又は免職の状況

(２) 職員の懲戒処分の状況

７　職員の服務の状況

８　職員の退職管理の状況

0人

0人

0人

0人

　地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）に、「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、
且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と規定しているように、市では、随時
服務規律の徹底を図っている。

　平成２６年５月１４日の地方公務員法の改正法の趣旨に基づき、市では、「淡路市職員の退職管理に関する規則（平
成２８年淡路市規則第４３号）」を制定し、営利企業等に再就職した元職員が、一定期間現職員への働き掛けを行うこ
とを禁止する等、退職管理の適正を確保する取組を行っている。

10人

14人

1人

1人

3人

0人

0人

0人

0人

0人

※　育児・介護休業をした期間は、給与を支給しない。また、育児・介護に係る部分休業勤務をした場合は、勤務のな

　　い時間分は減額する。

介護部分休業

刑事事件

育児部分休業

区　　　　分 処分者数

心身故障

区　　　　分

育児休業

取得者数

介護休業

勤務実績

職務支障

区　　　　分 処分者数

適格性を欠く

廃職又は過員

区　　　　分

戒告

停職

処分者数

免職

減給
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９　職員の研修の状況
受講者数

１０　職員の福祉及び利益の保護の状況

（１）共済組合負担金

（２）職員互助会負担金

（３）退職手当組合負担金

　職員の共済・厚生制度として、市は兵庫県市町村職員共済組合等に加入しており、主として短期給付事業（出産、結
婚、休業等による給付）、長期給付事業（年金等）、福祉事業（貯金、貸付等）がある。詳細は、兵庫県市町村職員共
済組合ホームページ（http://www.h-kyosai.or.jp/index.php）又は公立学校共済組合兵庫支部ホームページ
（http://www.kouritu.go.jp/hyogo/）を御覧のこと。

　市は、職員の福利増進等のため、一般財団法人兵庫県市町職員互助会・一般財団法人兵庫県学校厚生会に加入してお
り、主として共済・掛金・福利事業（各種見舞金、各種祝金、弔慰金等給付）等を行っている。

　市は、兵庫県市町村退職手当組合に加入しており、主として職員の退職者に対して、公平迅速に退職手当の支給を
行っている。

金　　　　　　　　額

千円

主　　　　　催

徴収事務担当職員研修

市町栄典事務担当職員研修

統一的な基準による地方公会計制度研

次世代を担う若手職員育成研修 若手職員

対　　　象

2人

1人
1人

全職員
全職員

全職員
新任職員

主査以下の職員

新任職員

金　　　　　　　　額

負担金額（令和３年度普通会計決算）

千円2,974

千円500,326

区　　　　　分

負担金額（令和３年度普通会計決算）区　　　　　分

接遇研修

メンタルヘルス研修
人権研修

パソコン研修

公共施設等総合管理計画の改定及び市
町域を超えた公共施設の連携に関する
研修

法制執務担当職員研修

金　　　　　　　　額

兵庫県

国際文化研修所

兵庫県市町村振興協会

自治研修所

研　　　修　　　名

行政法（争訟）研修

政策形成実践研修

クレーム対応力向上研修（窓口対応
編）

クレーム対応力向上研修（組織対応・
法的対応編）

女性リーダー育成研修

市町管理職研修

区　　　　　分 負担金額（令和３年度普通会計決算）

550,050

広域行政

淡路島3市

淡路市

管理・監督職員

管理職及び監督職にある女性
職員

管理職員

係長職員で部下を監督する職
にある者

採用後概ね10年以降の役付で
ない職員

在職年数3年以上、29歳以下
の職員

新任職員研修

職場のコミュニケーション研修

淡路島3市新任職員研修

市町監督職研修

市町職員第2部研修

市町職員第1部研修

合　計

8人

13人

2人

4人

2人

1人

1人

7人

6人

2人

4人

4人

1人

2人

12人

10人

12人
274人

60人
114人

5人

希望する職員

549人

1人

担当職員

担当職員

担当職員

担当職員

担当職員

担当職員

担当職員

AI・RPA等の活用研修

人事・労務担当職員研修

財政担当職員研修

担当職員

行政争訟に関する知識を習得
する必要のある職員

採用後概ね5年以上の経験が
ある若手・中堅職員

一般職員（管理・監督職を除
く）

9



（４）安全衛生（健康診断）

（５）公務災害等の状況（令和３年度）

１１　職員の競争試験及び選考の状況

（１）競争試験の実施結果

（２）選考採用の実施結果

1

3

　　　　-

3

4

1

3.0

4.7

　　　　-

10.3

6.5

4.0

3

14

0

32

32

3

14

　　　　-

31

26

　労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）第６６条の規定に基づき、職員の健康診断を毎年度定期的に実施してい
る。

4 4

保育士

倍率

公務災害認定件数

障がい者

通勤災害認定件数

276人

受験者数（人）

人間ドック

高校新卒

0件

633人

合格者数（人）

4件

未実施 －

被選考者数 合格者数

高卒以上

社会人経験者

定期健康診断

試　験　名 申込者数（人）

一
般
行
政
職

助産師
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